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はじめに 

共同募金助成金は、御所市民の皆さまの善意にもとづく寄付を財源としてい

ます。その活用にあたっては、寄付者の理解が得られるよう助成事業を実施し

てください。 

また、助成事業の完了報告をする際には、経理を明確にするとともに、帳簿

ならびに証拠書類を整備し、御所市共同募金会（以下、本会）が使途調査を行

う場合、帳簿等を提出し、説明ができるようにしてください。 

 

 

赤い羽根共同募金助成事業について 

本会の助成については、「御所市共同募金委員会助成要綱」ならびに「令和

８年度 御所市共同募金委員会 共同募金助成要領」を基に行います。申請前に

必ずご一読願います。 

※要綱ならびに要領は、御所市社会福祉協議会ホームページにもあります。 

 

 

助成金額 

 御所市共同募金委員会が決定した助成金額の範囲内とします。 

 

 

令和８年度 

御所市共同募金委員会 

赤い羽根共同募金 助成事業 

申請～交付のてびき 
（団体助成） 
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助成の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付申請 

 助成金を申請される団体は、申請期間内に申請書を提出ください。申請書の

記入にあたっては、４～６ページの見本をご参照ください。 

申請期間：令和８年６月１０日（水）～６月３０日（火） 

※申請書ならびに要綱・要領は、御所市社会福祉協議会ホームページからもダ 

ウンロードできます。また、当会窓口でも配布します。 

 

 

６／１０（水）～６／３０（火） 

申請受付 

８月下旬 審査委員会 

申請書類の審査 

８月下旬 運営委員会 

助成金決定 

９月上旬  

助成決定通知送付 
2／２６（金） 

実績報告書提出締切 

３月中旬 審査委員会 

実績報告書の確認 

３月下旬 

助成金交付 

事業実施 

10／１～３／３１ 

赤い羽根共同募金運動実施期間 

来年度実施する福祉活動のために募金運動を行います。 

募金へのご協力をお願いします。 
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審査と助成決定 

 ８月下旬ごろ開催予定の審査委員会ならびに運営委員会において、助成の可

否を決定します。その後、決定通知書により９月上旬ごろに各団体へ通知いた

します。 

 

 

実績報告 

 ①事業終了後、すみやかに実績報告書等をご提出ください。 

  提出締切：令和９年２月２６日（金） 

  提出書類：実績報告書、領収書やレシートの写し、事業実施の様子がわか 

る写真、助成金請求書 

 ②実績報告書等は、御所市社会福祉協議会ホームページよりダウンロードで 

きます。記入にあたっては、7～１０ページの見本をご参照ください。 

※ホームページでは、助成決定通知後の９月以降に公開予定です。 

 ③３月中旬ごろ開催の審査委員会にて実績を確認後、３月下旬ごろに助成金 

を交付予定です。 

  ※実績報告書の内容により、要綱第１６条に該当する場合には、審査委員 

会において助成金の取り消しもしくは減額を行うことがあります。 

 ④助成金交付後、３月３１日（水）までにありがとうメッセージをご提出く 

ださい。助成金の財源は、寄付者（市民）であることから、寄付者への感 

謝の気持ちをメッセージにしてください。なお、記載されたメッセージは 

当会の広報（広報誌、ホームページ等）に活用する場合があります。 

 

 

助成の明示 

 事業を実施する際には、共同募金を財源にした事業であることをチラシ等に

明示ください（例：「本事業は赤い羽根共同募金の助成を受けて実施していま

す」等）。また、物品を購入した場合には赤い羽根共同募金シール（当会にて

配布いたします）を貼付ください。 


